
役員の報酬返上等について 

2 0 1 8 年 １ 月 ５ 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

去る 2017年 12月 11日に発生させてしまいました、のぞみ 34号の台車に亀裂等が発見され

た重大インシデントにつきまして、異常を感じたにもかかわらず運転を継続させたこととあわ

せて、新幹線の安全性に対する多くの皆様からの信頼を裏切り大きく信用を失墜するものであ

ること、及び安全マネジメント体制（情報共有、運行停止の判断）に不備があったことの重大

さに鑑み、その経営責任を問うものとして役員の報酬返上及び関係部門長の処分を行います。 

また、常勤監査役から、報酬月額の一部を自主返上する旨の申し出がありましたので、あわ

せてお知らせします。 

 

記 

 

代表取締役社長兼執行役員       来島 達夫      報酬５割×３ヶ月 

 

代表取締役副社長兼執行役員      吉江 則彦      報酬５割×３ヶ月 

鉄道本部長 

 

取締役会長             真鍋 精志     報酬３割×３ヶ月 

 

執行役員新幹線管理本部長      森川 国昭     報酬３割×１ヶ月 

 

取締役兼常務執行役員         

鉄道本部副本部長 安全推進部長      半田 真一     報酬２割×１ヶ月 

 

常務執行役員鉄道本部副本部長 

鉄道本部新幹線統括部長       松岡 俊宏     報酬２割×１ヶ月 

 

執行役員鉄道本部運輸部長      三戸 尉行     報酬２割×１ヶ月 

 

代表取締役副社長兼執行役員     長谷川 一明    報酬１割×１ヶ月 

 

取締役兼専務執行役員        二階堂 暢俊    報酬１割×１ヶ月 

 

取締役兼専務執行役員        緒方 文人     報酬１割×１ヶ月 

 

取締役兼常務執行役員        平野 賀久     報酬１割×１ヶ月 

 

上記に加え、本件の関係者として、以下の１名に対し処分を行いました。 

鉄道本部車両部長                    戒告 

 

以 上 

 

 


